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１ 趣旨 

富士吉田市外二ヶ村恩賜県有財産保護組合（以下「恩賜林組合」という。）

の森林環境を活用した富士北麓入会住民の健康づくりや新たな観光資源とし

ての活用を図り、コロナ禍における地域活性化を図ることを目的に、マウン

テンバイク（以下「ＭＴＢ」という。）コース設置事業設計施工業務に係る請

負業者の受託候補者を公募型プロポーザル方式により選定することとします。 

 

２ 業務概要等  

(1) 事業名称：ＭＴＢコース設置事業設計・施工一括発注業務 

(2) 方式：公募型プロポーザル方式 

(3) 業務内容：別紙「ＭＴＢコース設置事業設計・施工一括発注委託 

仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり。 

(4) 契約期間：契約締結の日から令和４年２月１８日まで 

(5) 委託料上限額： 金９５，８６９，６２０円 

（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

３ 企画提案の参加資格 

  資格者は、次の全ての要件を満たす法人又は団体とします。 

（1） 富士吉田市、山中湖村、忍野村内に本社又は主たる事務所を有して 

おり、恩賜林組合指名競争入札参加資格者名簿に登載されている事業者で

あること。 

(2) 仕様書の定める業務について、業務遂行能力を有し、適正な実施体制を 

有すること及び恩賜林組合の指示に柔軟に対応できること。 

(3) 本業務の配置予定技術者において、一級土木施工管理技士の資格を有す 

る者 1名以上を参加させることが可能である事業者であること。 

(4) 本業務の参加者は、協力事業者を加えることができる。参加者が(3)の要

件を満たさない場合も、協力事業者が要件を満たしていれば参加できる。た

だしその協力事業者は、単独および他の参加者の協力事業者としてこのプロ

ポーザルには参加できないものとする。また協力事業者も(5)、(6)、(7)、

(8)、(9)の要件を満たすこと。 

(5) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項(同令第

167 条の 11 第 1 項において準用する場合を含む。)の規定に該当しない者で

あること｡ 

（6） 山梨県、富士吉田市、山中湖村、忍野村において指名停止期間中でない

こと。 
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(7) 申請書提出期限の日以前6ヶ月以内に手形または小切手の不渡りは出し

ていないこと。(不渡りによる取引停止処分を受けた場合、処分を受けた日

から 2年を経過していることを含む。) 

（8）会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立及び民

事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく民事再生手続開始の申立はして

いないこと｡ 

（9）恩賜林組合暴力団排除条例(平成 24 年条例第 16 号)第 2 条第 3 号に規定

する暴力団員等(以下この号において「暴力団員等」という。)または、暴力

団員等がその役員(業務を執行する社員・取締役・執行役またはこれらに準

ずる者をいう。)である法人でないこと｡ 

(10) 富士吉田市、山中湖村、忍野村に納税義務がある参加希望者の場合にあ

っては、市・村税等の滞納がないこと、また私的独占の禁止及び公正取引の

確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 条)等に抵触していないこと｡ 

 

４ 契約形態 

公募型プロポーザル方式により、企画提案について審査の上、最も優れた

評価を得た者と随意契約により契約します。 

 

５ 質問及び回答 

企画提案に係る質問及び回答については、以下のとおりとします。 

(1) 質問受付期限 

令和３年４月１６日（金）午後４時まで 

(2) 質問方法及び送付先 

 提案に関する質問書（様式６）により、電子メールにて次に送信してくだ

さい。 

 恩賜林組合 企画財政課 

 メールアドレス：kumiai@onshirin.jp 

(3) 回答方法 

 質問への回答は、令和３年４月２１日（水）までに、恩賜林組合のホーム

ページで公開します。 

(4) その他 

 電話や口頭での質問には応じません。ただし、質問書の内容に疑義が生じ

た場合は、質問者へ問い合わせます。 

 

６ 提出方法等 

 当業務の受託を希望する者は、次により必要書類を持参又は郵送で提出し
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てください。 

(1) 提出書類：企画提案書（様式１～５） 

(2) 提出部数：各６部（正本１部、副本５部） 

(3) 提出期限：令和３年４月９日（金）午後４時まで必着 

（郵送の場合も同様とします。） 

(4) 企画提案書類作成上の注意点 

 ① 提出書類は、Ａ４判縦置きで横書き左綴じ、文字サイズは１２ポイント

程度としてください。（Ａ３判を使用するときは、３つ折りで綴じてくだ

さい。） 

  ページ数：5ページ以内 

 ② 企画提案にかかる費用は、応募者の負担とします。 

 ③ 企画提案は、１事業者１案とします。 

 ④ 企画提案書の内容について、聴取する必要が生じた場合は連絡するので

対応願います。 

⑤ 提出書類は、返却しません。 

(5) 提出先及び問い合わせ先 

山梨県富士吉田市上吉田５６０５番地３ 

    恩賜林組合 企画財政課  

  （電話）０５５５－２２－３３５５ （ＦＡＸ）０５５５－２３－３４２５ 

（メールアドレス）kumiai@onshirin.jp 

 

７ 企画提案内容 

 仕様書に沿って実施する業務内容について、次の項目について企画提案を

いただきます。 

（1） パンプトラック及びトレイルコースのグランドデザイン（全体構想） 

 全体イメージ図、平面図、写真、画像等を用いて提案してください。 

(2) 実施設計及び施工にかかるスケジュール 

    想定される契約期間内における工程のスケジュール案を提案して 

ください。 

 

８ 選定業者数 

   １者 

 

９ 審査（プレゼンテーション） 

 企画提案書を提出した者に対して、提案内容の説明及び提出書類の内容等

に関する質疑応答を行う場としてプレゼンテーションを実施する。なお、参
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加希望者が２者未満となった場合は、プレゼンテーションを実施しない場合

があります。 

（1）実施日：令和３年５月１１日（火）予定 

(2) 実施場所：富士吉田市上吉田５６０５番地３ 

       恩賜林組合森林林業研修施設 

(3) 実施内容：１者につき提案内容の説明 20 分以内、 

質疑等ヒアリング 10 分程度 

(4) 出席者：５名まで 

（5）その他 

実施日時は別途通知する。 

プレゼンテーションの説明に際しては、企画提案書を基に行ってくださ

い。また、プロジェクターを使用してのプレゼンテーションも可能としま

す。その場合、事前に申し出るとともに使用するパソコンは提案者が用意

すること。プロジェクターについては事務局で用意します。 

 

10 選定方法等 

（1） 選定方法 

企画提案書およびプレゼンテーションによる評価委員会（非公開）の審

査内容により、最適者１者、次点者を１者選定します。 

※参加希望者が２者未満となった場合については、「11 参加希望者が２ 

者未満となった場合の措置」のとおり。  

（2） 審査結果 

 企画提案書の提出者あて、採択の有無を書面により通知します。 

なお、審査に対する異議の申し立ては一切認めません。 

 

11 参加希望者が２者未満となった場合の措置 

 参加希望者が２者未満となった場合においても、評価委員会において、評

価基準に基づき審査及び選考を行い、協議により基準を満たすと認められる

場合は最適者として選定します。 

 

12 失格事項 

提出された提案書等が、次に掲げる条項に該当する場合は失格となること

があります。 

(1) 提案書等の提出方法、提出先、提出期間に適合しないもの。 

(2) 本実施要項に示された提出書類作成の注意点等の条件に適合しないも

の。 
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(3) 提案書等に記載すべき事項の全部または一部が記載されていないもの。 

(4) 提案書等に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 

(5) 虚偽の内容が記載されているもの。 

(6) 本実施要項に定める手続き以外の手法により、不正にプロポーザル又は

選定に係る情報を得ようとし、また得た場合。 

 

13 その他 

(1) 採用された企画提案の実施にあたっては、契約担当者と受託者との協議

の上で内容を変更することがあります。 

(2) この事業は、県補助により実施される事業の関連業務であることから、

書類等の完備には慎重に対応すること。 

(3) 企画提案書提出後、応募資格に該当しないこととなった場合は、速やか

に提出先に連絡してください。 

(4) その他の事項については、契約担当者と打合せの上、行うものとします。 

 

14 スケジュール 

手続き開始の公告 令和 3年 4月 1日 

プロポーザル参加申請書の提出期間 令和 3年 4月 1日から 

令和 3年 4月 9日午後 4時まで 

プロポーザル質問書提出期間 令和 3年 4月 9日から 

令和 3年 4月 16 日午後 4時まで 

最終質問回答日時 令和 3年 4月 21 日午後 5時まで 

企画提案書関係書類一式提出期間 令和 3年 4月 21 日から 

令和 3年 4月 28 日午後 4時まで 

プレゼンテーション審査 令和 3年 5月 11 日 予定 

業者選定・審査結果通知 令和 3年 5月中旬 
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15 企画提案の評価項目及び配点 

 次表により絶対評価で行う。合計の満点は 100 点とする 

 
評価項目 配点 

１ パンプトラックのグランドデザイン（全体構想） 

⼊会住⺠の⾝近なスポーツ活動施設として親しまれ
健康増進等に寄与するか 20 点 

２ トレイルコースのグランドデザイン（全体構想） 

 ⼊会住⺠の⾝近なスポーツ活動施設として親しまれ
健康増進等に寄与するか 
 森林環境を活⽤したデザインとなっているか 

20 点 

３ 地方活性化 

マウンテンバイク利⽤者のニーズを満たすデザイン
となっているか。 20 点 

４ 業務協力者 

 パンプトラック及びトレイルコース設置の協⼒者の
実績及び施⼯能⼒が⼗分備わっているか 15 点 

５ 実績 

類似の公園及び運動施設の設計・施⼯実績が⼗分評価
されるものか 10 点 

６ 施工計画 

⼯期及び⼯事管理体制が適切か 
5 点 

７ 費用 

 価格提案（参考⾒積）の積算内容及び価格は妥当な算
定であると認められるか 10 点 

 
合計 100 点 

 


